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抄録

岡山県内の特別支援学校に勤務する新規採用から 5年までの若手教員を対象として、授

業づくりに関する意識調査を実施した。その結果、若手教員の95％以上が授業づくりに関

して負担感や難しさを感じていることが明らかとなった。また、若手教員の回答からは、

授業づくりにおける難しさの理由と課題を整理することができた。この結果を踏まえ、若

手教員が求めている授業力向上の方法と特別支援学校における人材育成の課題について若

干の考察を行った。
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Ⅰ　はじめに
岡山県の特別支援学校においては、過去 5年間に毎年30名から50名程度の新規採用教員

を迎えている。岡山県の特別支援学校に勤務する教員は現在約1,100名がおり、そのうち

の約200名程度が教職経験 1年から 5年までの若手教員であり全体の約18％を占めている。

特別支援学校教員の年齢構成が変化し、教育課題が多様化、複雑化する中で、若手教員へ

の期待と役割は大きく、若手教員育成の取り組みは喫緊の課題である。

若手教員育成に関して岡山県総合教育センターでは、「学び続ける教員のためのOJTガ

イドブック」（2016）の中で、調査項目「若手教員育成を推進する上で重要だと思うこと」、

「若手教員が特に困っていること」等についての回答結果を報告している。調査報告には、
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若手教員が「特に困っていること」として回答数の多かった項目は、「日々の授業実践に

関わること」であると示している1）。

この先行調査結果も踏まえ、本研究においては、今後特別支援学校の中心的役割を果た

していくことが期待される新規採用から 5年までの若手教員を対象として、授業に関する

意識や授業づくりで困っていることなどの現状を把握することを目的とした調査を実施

し、若手教員育成推進に向けての課題について考察する。

Ⅱ　方法
1 　調査対象

調査対象は、岡山県内特別支援学校16校の新規採用から 5年までの若手教員であった。

調査対象者の勤務校の内訳は、盲学校 1校、聾学校 1校、肢体不自由特別支援学校 1校、

知的障害特別支援学校 8校、肢体不自由部門・病弱部門併置特別支援学校 1校、肢体不自

由部門・知的障害部門併置特別支援学校 4校であった。

なお、調査への協力は自由意思であり、調査に協力しなかった場合の不利益はないこと

を質問紙に明記した。

2　調査方法

1）調査時期

令和 3年 7月中旬に調査対象校に調査用紙を配付し、約 3週間を回収期間とした。

2）実施方法

質問紙によるアンケートによって調査を実施した。調査の実施にあたり、岡山県特別支

援学校長会議で研究の目的と社会的意義を口頭で説明し、了解を得た上で質問紙を各学校

長に配付した。回答の記入は、各教員の裁量に任せた。また、回収は職員室内に回収箱を

設置し、回答し終わった者が各自投函することとした。各学校で回収された調査票は、本

研究担当者が直接、受け取りに行った。

3）調査内容

設問は、若手教員の授業づくりに関する意識や授業づくりで困っていること、その解決

方法などを明らかにするために、表 1の 4項目を設定した。また、設問以外に基本属性項

目として、所属部門・学部、担当教科、担当授業名についても回答を依頼した。

表 1　調査の設問項目

①「授業づくりに関する意識」について

②「教育課程を編成する各教科、領域等の指導」について

③「学習指導案」について

④「授業力向上に関する意識」と「理想とする教員」について
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Ⅲ　調査の結果及び分析
1 　調査対象者の基本属性

回答数は148名であった。そのうち、無回答 1 名を除く回答を有効票とし、得られた有

効回答票147名分を分析の対象とした。分析対象者の基本属性（所属部門・学部、担当教科、

担当授業名）について、表 2及び表 3に示す。

2　授業づくりに関する意識について

1）授業づくりで困ったことの有無及び、困ったことが多い項目

「授業づくりで困ったことはあるか」という質問に対し、147名中146名（99％）が困っ

たことがあると回答している（図 1）。

表 3　担当する教科名及び授業名

表 2　調査対象者が所属する部門及び学部



− 56 −

また、授業づくりで困ったことが多い項目について、複数選択（最大 3まで）による回

答を求めた。その結果、「題材の選定」が94名（63.9％）と最も高く、「指導・支援の方法」

が80名（54.4％）、「目標設定」と「授業展開の仕方」が72名（49.0％）であった（表 4）。

調査対象者が多い知的障害部門と次に多い肢体不自由部門を比較すると、いずれも「題

材の選定」が最も多い。肢体不自由部門では、続いて「目標設定」、「的確な実態把握」の

順に回答数が多く、いずれも回答数は50％を超えている。一方で、知的障害部門では「指

導・支援の方法」が55％を超える回答数であった。肢体不自由部門においては個々の実態

を的確に把握し、目標設定をすることに困っている教員が多く、知的障害部門においては

題材の選定に加えて具体的な指導・支援に困っている教員が多い傾向が見られた。

また、「その他」の記述には、肢体不自由部門において、実態差のあるグループでの授

業づくりや単一学級 1名の授業づくりに困っているという回答があった。

3）授業づくりで困った場合の相談相手

授業づくりで困った場合の相談相手について質問した。全回答者147名の内、141名

（95.9％）が「学年・グループ教員」に相談するという回答であった（表 5）。

図 1　授業づくりで困ったことの有無

表 5　授業づくりで困った場合の相談相手（複数回答）

表 4　授業づくりで困ったことが多い項目
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肢体不自由部門、知的障害部門いずれも「学年・グループ教員」に相談する教員が最も

多く、回答数はそれぞれの回答者数の90％以上であった。

特別支援学校ではティームティーチングで授業を行うことが多い。「学年・グループ教員」

を相談相手として回答した理由には、困っていることを相談しやすい環境にあることや児

童生徒の情報を共有する必要があることが考えられる。

次に、「指導教諭」を相談相手として回答した教員は、全回答者147名中の75名（51.0％）

であり、「学年・グループ教員」と回答した教員よりも約44ポイント低い結果になってい

るものの、若手教員の約半数が「指導教諭」に相談を求めていることが分かる。一方で、 

「その他」に記述があった15名の回答の内訳をみると、困った場合の相談相手として15名

中 5名が「教務主任」、「指導教員」、「専門性の高い先生」、「数学科の教員」に相談を求め

ている。また、情報を共有し共に授業をつくっていくことが必要な「副指導者」を相談相

手として選んでいること、「同期」、「同僚の教員」、「他学年の教員」、「他校の初任の先生」、

「旧相担任」、「前任校の先生」のように話しやすいと考えられる教員を相談相手として選

んでいることが示された（表 6）。

今回の調査において、若手教員は「学年・グループ教員」や「同僚、他学年の教員」な

ど、比較的相談しやすい教員に相談を求めている一方で、指導教員や専門性の高い教員、

指導的な立場にある教員に指導助言を求めて相談していることがうかがえる。

4）相談したことで困ったことが解消されたかどうかについて

相談したことで困ったことが解消されたかどうかについての質問には、140名（95％）

の教員が解消されたと回答している一方で、 7名（ 5％）の教員が解消できていないと回

答している（図 2）。

図 2　相談したことによる解消の有無

表 6　「その他」の相談相手（複数回答）
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5）困ったことを解消するために参考としたもの

困ったことを解消するために参考としたものについて質問した。

若手教員の回答の内、最も多かった回答は「学習指導要領及び解説」と「インターネッ

ト情報」であり、いずれも104名（71.2％）であった。次いで「授業づくりハンドブック

～学習指導案と学習評価の考え方について～（岡山県特別支援学校長会、岡山県教育庁特

別支援教育課）」が69名（47.3％）、「特別支援教育に関する文献・雑誌」が60名（41.1％）、

「自校の研究紀要」は 9名（6.2％）であった（図 3）。また、「その他」の記述欄には、「岡

山県特別支援教育教育課程指導資料」、「岡山県特別支援学校における知的障害のある児童

生徒の指導内容表」とともに、「他校の実践事例」、「過去に使われた教材」、「過去の指導案」

等の指導事例が記述されていた（表 7）。

この結果から、困ったことを自分で解決するために「学習指導要領」、「授業づくりハン

ドブック」等の公的資料や文献・雑誌等を参考にしている若手教員が多いことが分かる。

一方で、「その他」の回答には、「大学の先生の助言」、「先輩教員の助言」、「同僚の実践・

助言」という記述が見られた。前述の項 3）では、授業づくりで困った場合の相談相手と

して「学年・グループ教員」を回答した教員が多かったが、本アンケート項目においても

「大学の先生や同僚、先輩教員」など、他者との対話によって困ったことの解決を図ろう

とする若手教員がいることが分かった。

3　教育課程を編成する各教科、領域等の指導について

1）授業づくりが難しいと感じる教科等

教科・領域、各教科等を合わせた指導の中で、特に授業づくりが難しいと感じるものに

ついて質問した。

全回答者147名の回答の中で、最も回答数が多いものは自立活動（75名：51.0％）であり、

図 3　困ったことの解消に参考としたもの
（複数回答）　　　　　　　

表 7　「その他」の参考としたもの
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続いて生活単元学習（72名：49.0％）、教科（64名：43.5％）、作業学習（17名：11.6％）、

遊びの指導（15名：10.2％）、日常生活の指導（14名：9.5％）であった（表 8）。

部門に注目すると、肢体不自由部門においては、自立活動に次いで教科が多いこと、「そ

の他」の項目の中で「みる・きく・はなす」、「かず・かたち」等の指導に難しさを感じて

いる教員がいることが分かった。肢体不自由特別支援学校においては、一人一人の障害の

状態等を考慮した弾力的な教育課程として、例えば、小学校・中学校・高等学校の各教科

を中心とした教育課程、小学校・中学校・高等学校の下学年（下学部）の各教科を中心と

した教育課程、知的障害特別支援学校の各教科を中心とした教育課程、自立活動を中心と

した教育課程6）とするなど、多様な教育課程を工夫することが可能である。そのため、

若手教員にとっては、教育課を程上の位置付けについて理解した上で授業づくりをするこ

とは困難が多いと考えられる。

一方で、知的障害部門においては、生活単元学習が最も難しいと回答した若手教員が多

いことが特徴的であった。生活単元学習は、児童生徒が生活上の目標を達成したり、課題

を解決したりするために、一連の活動を組織的・体系的に経験することによって、自立や

社会参加のために必要な事柄を実際的・総合的に学習するもの5）であり、教育課程上、重

要な位置を占めている。しかし、児童生徒の実態の重度化、多様化に伴い、実践上の課題

も指摘されている。

国立特別支援教育総合研究所（2006）は、長期・短期研修員を対象としたブレインライ

ティング法による生活単元学習の実践上の課題について調査し、「生活単元学習について

よく理解しないまま、日々の授業を行っている気がする」、「子どもの実態が様々であり、

みんなに合うテーマを考えることが難しい」、「個の活動を重視すると、集団内での広がり

や集団活動としての展開が難しくなる」4）などの回答を報告している。この調査報告の

内容と同様の難しさを本研究における調査対象者である若手教員が感じていると考えるこ

とは難しくない。

表 8　授業が難しいと感じる教科・領域等（複数回答）
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4　学習指導案について

1）学習指導案を書くことについて

学習指導案を書くことは授業力の向上に必要かどうかについて質問した結果、全回答数

の115名（78％）が「必要だと思う」という回答であったが、32名（22％）に相当する若

手教員が「必要だと思わない」、「どちらか分からない」と回答している（図 4）。

次に、学習指導案を書くことに負担感があるかどうかを質問した結果、139名（95％）

の若手教員が負担を感じると回答している（図 5）。また、学習指導案を書くことが難し

いと感じるかどうかについて質問した結果、142名（97％）の教員が難しいと感じたこと

があると回答している（図 6）。

2）学習指導案を書く上で難しいと感じたことが多いもの

学習指導案を書くことが難しいと回答した教員に、難しいと感じたことが多いものにつ

いて、複数選択（最大 3まで）による回答を求めた。その結果、「単元・題材目標（観点別

の目標）」を難しいと感じている教員が最も多いことが分かった。知的障害部門においては、

67名（65.7％）の教員が「単元・題材目標（観点別の目標）」を難しいと感じると回答して

おり、50名（49％）から58名（56.9％）の教員が「評価規準及び評価基準」、「本時案」、「単

元設定の理由（単元観・題材観）」を難しいと感じていることが分かった。肢体不自由部

図 4　学習指導案は授業力向上に
必要かどうか　　　

図 5　学習指導案を書くことへの負担感

図 6　学習指導案を書くことの
難しさの有無　　

表 9　学習指導案を書く上で難しいと感じたことが多い項目
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門においては、「評価規準及び評価基準」、「単元・題材目標（観点別の目標）」、「単元設定

の理由（単元観・題材観）」を難しいと感じる教員が10名（32.3％）から14名（45.2％）程

度おり、いずれの部門の教員も「単元・題材目標（観点別の目標）」、「評価規準及び評価

基準」、「単元設定の理由（単元観・題材観）」を難しいと感じていることが分かった（表 9）。

3）学習指導案を書く上で難しいと感じた理由

学習指導案を書く上で難しいと感じた理由について記述を求め、若手教員が難しいと感

じた理由を項目ごとに整理したものを表10に示す。整理した理由の中で共通する内容に注

目し分類すると、次の①から④に分けることができた。

①「 3観点」別に実態把握、目標設定、評価をすることが難しい。

②「児童観・生徒観、単元観・題材観、指導観」の理解が不十分である。

③ 「評価規準・評価基準」の理解や「実態把握、目標設定、単元・題材の設定、指導

方法・支援、評価」自体が難しい。

④ 「分かりやすく伝えること」「書く内容の精選」など、学習指導案を書く上で基礎

的なことが身に付いていない。

分類結果の①は、平成29年度告示の学習指導要領に示されている「 3観点」に関する難

しさである。肢体不自由部門では、「重度・重複障害の児童生徒は未分化な部分が多く、

3観点別に目標を設定することが難しい」、「Ⅲ類型の児童生徒の目標は自立活動について

の内容が主となり、 3観点に分けることが難しい」という理由が見られた。知的障害部門

においては、「目標がどの観点に当てはまるのか分からないことがある」、「 3 観点のとら

え方が難しい」という理由が多く見られた。

また、②③④は学習指導案作成や授業づくりにおいて必要な知識・技能に関することで

あり、基本的な内容の理解が不十分なまま日々の実践に取り組んでいる若手教員の現状を

示している。

5　授業力向上に関する意識と理想とする教員について

1）授業力を向上させるために必要な力について

授業力を向上させるために必要な力を複数選択（最大 3まで）するよう求めた。その結果、

最も多かった回答は「アセスメントの力」であり、147名中88名（59.9％）の教員が回答

した。続いて、「発達の道筋の理解」（80名：54.4％）、「障害特性の理解」（77名：52.4％）、

「指導方法に関する力」（74名：50.3％）、「教材、教具を作成する力」（62名：42.2％）、「教

育課程の理解」（25名：17.0％）、「その他」（ 9名：6.1％）であった（図 7）。

この結果から、児童生徒の理解に関する項目「アセスメントの力」、「発達の道筋の理解」、

「障害特性の理解」と指導に直接関する項目「指導方法に関する力」、「教材、教具を作成

する力」に意識が向いている教員が多く、指導に関連した項目である「教育課程の理解」

については重要視する教員が少ないことが分かる。
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一方、「その他」を選択した教員の回答には、「周りに相談しながら授業をつくる力」、「他

の教員と対話する力」、「生徒の立場を考えること」、「学び続けようとする気持ち」といっ

た教師としての姿勢を意識した記述が見られた。

表10　学習指導案作成にあたって若手教員が難しいと感じた項目とその理由
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2）授業力を向上させるために有効な方法について

授業力を向上させるために有効な方法を複数選択する（最大 3まで）ことを求めた。そ

の結果、最も多かった方法は「校内研究授業参観」であり、87名（59.2％）の教員が選択

した。続いて「学年・グループ会」、「授業研究反省会」、「他校の研究発表会による公開講

座・研修会」の順に選択した教員が多かった（図 8）。

この結果からは、校内や他校の授業参観、授業後の反省会や公開講座、授業を共に行う

教員との話し合いの場を有効な方法として重要視していることが分かる。

また、「その他」の記述からは、「指導教諭に授業を参観してもらう」、「ビデオに撮って

一緒に視聴しながらアドバイスをもらう」、「先輩のアドバイス」、「同僚との普段からのコ

ミュニケーション」のように、指導教諭や先輩教員、同僚との日常の対話による学びが授

業力を高める有効な方法だと考えている若手教員がいることが分かる（表11）。

3）理想とする教員について

校内における理想とする教員の有無を質問した結果は、「いる」と回答した教員が147名

中113名（77％）であり、「いない」と回答した教員は34名（23％）であった（図 9）。

図 7　授業力を向上させるために必要な力 図 8　授業力向上に有効な方法

・指導教諭の先生に授業を観てもらう、
または、ビデオに撮って一緒に視聴
しながらアドバイスをもらう

・先輩のアドバイス
・同僚との普段からのコミュニケーション
・大学の先生の講義
・既習事項一覧表
・教科別実態把握
・学習指導要領を理解すること
・小学校教育関連書籍、論文など

表11　授業力向上に有効な方法（「その他」）

図 9　理想とする教員の有無
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校内に理想とする教員が「いる」と回答した113名を対象として、理想とする教員につ

いて複数回答を可能として回答を求めた。

最も多かった回答は、「学年・グループ教員」であり、113名中76名（67.2％）が選択した。

授業等を指導する立場の「指導教諭」は113名中35名（30.9％）であり、「学年・グループ

教員」より36.3ポイント低い結果であった（図10）。

特別支援学校においては、ティームで授業をすることが多く、身近な教員の姿に教員と

しての理想像を見出していることが考えられる。

4）理想とする教員の魅力

校内に理想とする教員が「いる」と回答した教員113名を対象に、「理想とする教員の魅

力」について質問し、選択肢から複数回答を可能として回答を求めた。

「理想とする教員の魅力」として「児童生徒理解」を回答した教員が最も多く、113名中

90名（79.6％）であった。続いて、「授業力」と「特別支援教育の専門性」がいずれも73名

（64.6％）、「生徒指導力」が65名（57.5％）、「保護者への対応力」が48名（42.5％）、「その他」

が14名（12.4％）であった（図11）。

図11　理想とする教員の魅力図10　理想とする教員

・発達段階を踏まえた実態把握と教材設定
・多くの先輩から授業内容展開の発想の引き出しの多さに
憧れる

・教育課程の理解
・生徒、教師への優しさ
・	広い視野を持っていて、生徒に対しては勿論、教師（同僚）
に対しても適切なアドバイスをしてくださるところ

・人間性、思いやり、気配り	等
・同僚性
・学年のまとめ、教員同士の意思疎通のためのまとめ役
・職場での人間関係づくり
・同僚へのフォロー、協力体制を創るチーム力
・コミュニケーションがとりやすい。仕事と家庭のバラン
スがとれている

・何事にも前向き、指導のアイデアが豊富、子どもと接す
るときの目が輝いてる

・いつも笑顔でいる、冷静などの人間性

表12　理想とする教員の魅力（「その他」の記述）
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「その他」の記述からは、「発達段階を踏まえた実態把握と教材設定」、「指導のアイデア

が豊富」、「生徒、教師（同僚）に対して適切なアドバイスができる」等の指導力とともに、「生

徒、教師への優しさ、人間性、思いやり、気配り等」、「同僚性」、「コミュニケーションが

とりやすい」などの人間性や教員としての姿勢を魅力と感じていることが分かる（表12）。

Ⅳ　考察
1 　若手教員が求める授業力向上の方法−対話を基本とした授業力向上−

「授業力を向上させるために有効な方法は何か」という質問に対して、「校内研究授業参

観」、「学年・グループ会」と回答した教員は60％に近い人数であった。校内研究授業参観

や学年・グループ会を授業力を高めるための有効な方法として重要視している若手教員が

半数以上いることが分かった。

授業参観は他の教員の具体的な指導方法を学ぶことができる場であり、学年・グループ

会は児童生徒の理解の仕方を学ぶことが可能な場である。しかし、髙橋・岡田（2021）は、

「授業研究を行う上での共通の『土台』が曖昧なまま、授業参観をして、授業反省会に臨

んでいるのではないか」 2 ）と指摘し、授業参観が必ずしも教員にとっての学びの場になっ

ていないことを示した。授業参観等を授業力向上のための有効な学びの場とするには、授

業参観で何を観るのか、学年・グループ会等の話し合いの場で何を話し、何を学ぶのかを

具体的にする必要がある。若手教員が明確な課題意識と授業や話し合い等における具体的

な観点をもつための一つの方法としては、先輩教員や同僚との対話を基本とした学びが考

えられる。例えば、先輩教員が授業参観や児童生徒理解のための観点やポイントを若手教

員に具体的に示すこと、授業の解説を伴う参観方法を工夫することなどである。また、研

究授業と授業反省会を受けて若手教員だけの検討会を設け、授業についての疑問や授業反

省会での話題を取り上げて話し合うことである。

本調査においても、「指導教諭に授業を見てもらったり、ビデオに撮って一緒に視聴し

ながらアドバイスをもらったりする」、「同僚との普段からのコミュニケーションをする」

など、対話によって授業改善を図ることの有効性を意識し、日常の会話を通して授業につ

いて考えようとしている若手教員がいることが分かった。また、授業づくりについて困っ

たときに指導教諭等に助言を求めたり、相談しやすい相手を選んで相談したりしているこ

とも分かった。これらのことは、若手教員が先輩教員や同僚との対話による学びや解決を

求めていることを示している。先輩教員や指導教諭等との対話の中で疑問を出したり、事

象に対して思考を巡らせたりしながら授業づくりのヒントをつかみ取ることが授業力を向

上させ、若手教員の育成につながると考える。

2　授業力を高めていくための指導教諭の活用

本調査において、授業づくりで困ったときに相談する相手を「指導教諭」と回答した若

手教員は51％であったが、指導教諭を選択した割合は学校によって差が見られた。また、

理想とする教員を「指導教諭」と回答した割合についても学校によって差が見られた。若
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手教員の指導教諭に対する意識や校内における指導教諭の活用状況が学校によって異なる

背景には、学校の状況や指導教諭が置かれている状況が影響していることが考えられる。

指導教諭は2007年（平成19年）の学校教育法改正により新たに設けられた職であり、同

法第37条第10項では「指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に

対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う」と規定されている。

しかし、指導教諭の職務に関して、指導教諭の役割等について校内の理解が進んでいない・

指導教諭の通常の授業時数が多く、期待される校務を処理できない8）、指導教諭となる者

の人材育成が十分にできていない7）という調査結果が報告されている。

指導教諭が学校教育法に示されている職務を遂行するためには、校内の授業を参観し助

言する時間や初任者を含む若手教員の相談を受ける時間を確保し、本来の職の役割として

期待される授業、専門性の構築に努めることができるように、校務分掌や担任業務の時間

的軽減などの職場環境を整えることが求められる。また、指導教諭が業務を円滑に遂行で

きるように、校内での指導教諭の役割や立場を明確にし、教職員全体に周知するという前

提条件を整えることが、若手教員とかかわる機会を増やし、授業力、専門性を高める一つ

の要因となると考える。

3　若手教員育成のための人的環境

校内における理想とする教員の有無について質問した結果、23％の若手教員が理想とす

る教員をもっていないことが分かった。理想とする教員をもたない若手教員が何をモデル

に自己の授業力、専門性を高めようとしているのかは不明であるが、身近に理想とする存

在がいないことは、教員としての成長という側面から考えても厳しい現実である。

鳥取県教育委員会は2021年 4 月に出した「OJTによるとっとり人材育成の手引き」にお

いて、平成30年度に実施した「鳥取県公立学校教員の資質向上に係る意識調査」の結果か

ら、若手教員の育成につながったものは何かを明らかにしている。この調査では、 2年目

の教員に対して、学習指導の「課題」の解決に有効と思うものは何か、児童生徒理解・指

導の「課題」の解決に有効と思うものは何か、学校運営・教職員連携の「課題」の解決に

有効と思うものは何か、教師としての成長につながったと思うものは何かという質問をし

ている。質問に対して、先輩から学ぶ・先輩からアドバイスをもらうという回答が約59％

から76％を占めており、先輩教員との日常的なかかわりが問題や課題の解決に大きく影響

し、若手教員の育成につながっていることを明らかにした3）。この調査でいう「先輩教員」

を本調査でいう「理想とする教員」とほぼ同じと考えると、若手教員にとって自分のモデ

ルとなる「先輩教員」、「理想とする教員」の存在は、若手教員の成長に不可欠であること

が、この調査からもうかがえる。一方で、「鳥取県公立学校教員の資質向上に係る意識調査」

において、16年目の教員を対象に、教師として成長するために大切にしていることは何か

という質問がなされており、これについて「後輩とのかかわり」と答えたのは 0％であっ

たことが示されている3）。16年目の教員は若手教員とのかかわりが自分の成長につながっ

ているという意識をもっていないことが分かる。
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若手教員とのかかわりが自分の成長の一助となるという意識、若手教員を育てようとい

う意識をミドル層やベテラン層の教員がもつことができれば、ミドル層やベテラン層の教

員から若手教員へ働きかける機会が増え、授業に関する助言とともに必要な専門性を高め

るための視野を広げる助言が可能になると考えられる。

若手教員が理想とするミドル層やベテラン層が若手教員を育成するという視点をもちな

がら日々接していくことが、校内における重要な人的環境の一つになると考えられる。

Ⅴ　おわりに
本研究における調査の結果、若手教員が感じている授業づくりや学習指導案作成の難し

さの理由には、「児童観・生徒観」、「単元観・題材観」、「指導観」、「評価規準」、「評価基準」

の理解の不十分さ、実態把握や目標設定、評価自体の難しさ、学習指導案の記述の仕方の

難しさがあることが分かった。若手教員が回答した難しさの理由の整理を踏まえ、課題と

してまとめたものを表13に示す。ここでまとめた結果からは、多くの課題を抱えながら日々

の実践に努めている若手教員の厳しい状況がうかがえる。

これらの課題を解決し、若手教員が授業づくりの力を高めるためには、若手教員を育成

する方法やシステムの構築、若手教員を育成する立場の指導教諭、指導教員やミドル層、

ベテラン層のさらなる専門性の向上、関係機関の具体的支援が必要となる。

関係機関と連携を図り、解決のための方法を提示していくことが、本研究における今後

の課題である。

表13　若手教員の回答に基づいてまとめた授業づくりにおける課題
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